
加東市障害者基本計画及び第 3期加東市障害福祉計画（素案）に係るパブリックコメントに寄せられた意見に対する市の考え方について 

 

 平成 23 年 12 月 28 日から平成 24 年 1 月 26 日までの間、市ホームページや社会福祉課窓口などで「加東市障害者基本計画及び第 3期加東市障害福

祉計画（素案）」を公表し、意見を募集しました。貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。 

 お寄せいただいたご意見の概要と、これらに対する市の考え方を次のとおりお示しいたします。 

 

【パブリックコメントの概要】 

  １ 募集期間  平成 23年 12 月 28 日（水）～平成 24 年 1 月 26日（木） 

  ２ 提出件数  １件（11 項目） 

  ３ 意見の取扱い 

     Ａ：修正（案を加筆・修正し、素案に反映させるご意見）・・・ １件 

     Ｂ：記載済（案に趣旨や考え方が既に記載されているご意見）・・・ ３件 

     Ｃ：参考（今後の障害者施策に、参考とさせていただくご意見）・・・ ３件 

     Ｄ：回答（質問にお答えするもの）・・・ ４件 

 

番号 項目 意見の概要 関連ページ 意見の取扱い 意見に対する市の考え方の要旨 

１ 住宅改修への

支援について 

・知的障害者は視覚支援があるとわかりやす

いです。そのためユニバーサルデザインの物

に取り替えるとなったら高価な物になって

しまい、視覚支援を対象とした補助をしてい

ただけると助かります。 

66 ページ 

101 ページ 
Ｄ 

加東市では住宅改修の助成については、段

差の解消など、居宅生活での動作を助ける内

容のものに限定しています。視覚支援につい

ては、個々の特性に応じた対応が有効である

ことから、生活面での支援方法について、相

談支援を通じて提案させていただいていま

す。 



 

番号 項目 意見の概要 関連ページ 意見の取扱い 意見に対する市の考え方の要旨 

２ 地域安全対策

について 

・障害者が犯罪等に巻き込まれないよう、当

事者を対象としたわかりやすい研修会が必

要だと思います。 
71 ページ 

72 ページ 
Ａ 

 加東市では、犯罪等に関する情報を「かと

う安全・安心ネット」を通じて、メール配信

をしていますので、こちらもご活用くださ

い。なお、防犯等の研修会については、主催

者に障害のある人を含めた対象者の拡大を

促すとともに、当事者団体へは研修会等の開

催を働きかけます。 

３ 情報提供体制

の整備につい

て 

・個々にメールでの情報提供をお願いしま

す。 

73 ページ Ｃ 

 加東市では、個人に対し障害者福祉に関す

る情報提供は行っておりませんが、ＣＡＴＶ

等を利用して情報提供を行っています。個人

へのメールでの情報提供については、検討課

題とさせていただきます。 

４ 移動支援、ホー

ムヘルプサー

ビスについて 

・市内の事業所（例えば社協）で、土日祝も

利用できるような体制を整えていただきた

い。 

63 ページ 

67 ページ 

89 ページ 

90 ページ 

101 ページ 

Ｂ 

 訪問系サービス、移動支援事業を提供する

事業所は、市内では「加東市訪問介護事業所」

のみであることから、十分な提供体制とはい

えない状況です。事業所等に対し、新規参入

を働きかけていきます。 

５ 児童デイサー

ビスについて 

・わかあゆ園がこども発達支援センターに移

行されますが、法律が改正になるからではな

く、住民がどのような事を求めているのか、

もっと利用できるよう質の高い体制を整え

ていただき、安心して子育てができるようし

ていただきたい。 

52 ページ 

94 ページ 
Ｂ 

 構成市町と連携し、わかあゆ園の療育等の

機能強化を働きかけます。 

 なお、児童発達支援については、近隣市で

事業所が開設されることから、サービス基盤

の整備が進みつつあります。 



 

番号 項目 意見の概要 関連ページ 意見の取扱い 意見に対する市の考え方の要旨 

６ コミュニケー

ション支援事

業について 

・要約筆記はパソコンでやられているところ

があり、すごくわかりやすかったです。加東

市でも取り入れていただきたい。 
66 ページ 

68 ページ 

100 ページ 

Ｄ 

 要約筆記奉仕員は、市内に登録者がなく、

近隣市、兵庫県からの派遣を受けている状況

です。パソコンでの要約筆記については、今

後普及していくものと考えますので、当面は

パソコンでの要約筆記を含め、要約筆記奉仕

員の養成に努めていきたいと考えています。 

７ （福）社会福祉

協議会につい

て 

・「かとう福祉学校」の講座の回数を増やし

て頂き、障害の種別にかかわらず、また隔た

りなく障害者福祉の啓発や、交流活動に努め

ていただきたい。 

・P73 の文面の中で、独自の事業で知的障害

者を対象としたものがありませんので、行政

からもご指導をしていただきたい。 

・ボランティアについても余暇支援で利用し

ても使いにくいのが現状です。 

74 ページ 

75 ページ 

76 ページ 

Ｄ 

 (福)加東市社会福祉協議会の独自事業に

ついては、本計画には盛り込んでおりませ

ん。(福)加東市社会福祉協議会の「地域福祉

推進計画」をご参照ください。 

 なお、ご意見については(福)社会福祉協議

会へお伝えいたします。 

８ 障害者生活支

援センターに

ついて 

・センターからの情報（講演会など）が入っ

てきません。 

・今の職員では、知的障害・発達障害の専門

知識がないと思われます。また、母体の病院

も精神障害者を対象としたところなので、事

業所をかえていただきたい。 

66 ページ 

97 ページ 

98 ページ 

Ｃ 

 障害者生活支援センターについては、毎年

２回の検証会を実施し、適切な運営に努めて

おりますが、ご意見については参考とさせて

いただきます。 



 

番号 項目 意見の概要 関連ページ 意見の取扱い 意見に対する市の考え方の要旨 

９ 社会参加促進

事業について 

・スポーツ教室やレクリエーション教室など

を社協やスカイピアなどの連携で定期的に

やっていただきたい。 
68 ページ 

106 ページ 
Ｂ 

 指導者等の問題もあり、現在のところ定期

的なスポーツ教室等の開催は困難ですが、68

ページの「社会参加促進事業」で「②障害の

ある人が身近なところでスポーツに親しめ

るよう、障害者スポーツの振興のための組織

づくりに努めます。」と掲げるとおり、関連

部署と連携を図っていきます。 

１０ 障害者計画に

ついて 

・文面だけでは理解しにくく、乳幼児期、学

齢期、成人別にどのようなサービスがあるの

か。また、組織についてわかりやすい図で提

示していただきたい。 - Ｃ 

 本計画については、障害者基本計画と第３

期障害福祉計画を一体的に作成したため、ペ

ージ数が多くなっております。概要版も作成

しますので、そちらもご覧ください。なお、

サービス体系図については、この計画とは別

の取組として、ご意見を参考にさせていただ

きます。 

１１ 障害児保育に

ついて 

・家庭の事情により、途中入園や加配保育を

していただけるよう、ご配慮をお願いしま

す。 

52 ページ Ｄ 

 途中入園については、保育所の定員の関係

から、障害の有無にかかわらずご要望にこた

えられない場合があります。障害児等保育に

ついては、各園に特別支援保育コーディネー

ターを配置し、兵庫教育大学と連携すること

で市内のすべての保育所での障害児等保育

の充実に努めています。 

 


